
□

定
時

８

％

□

17
〜
18
時

２
０
％

□

18
〜
19
時

３
３
％

□

19
〜
20
時

２
５
％

□

20
〜
21
時

１
８
％

□

21
時
以
降

４

％

ご
覧
の
よ
う
に
、
９
２
％
の

方
が
常
時
残
業
で
す
。

と
り
わ
け
、
週
６
０
時
間
以

上
の
勤
務
は
、
一
ヶ
月
あ
た
り

に
換
算
す
る
と
、
厚
労
省
が

「
過
労
死
ラ
イ
ン
」
と
し
て
い

る
月
８
０
時
間
を
超
え
る
時
間

外
勤
務
（
残
業
）
に
当
た
り
ま

す
。

す
ぐ
に

過
労
死
ラ
イ
ン
を

超
え
ら
れ
ま
す

こ
の
「
月
８
０
時
間
」
は
、

お
お
よ
そ
小
学
校
で
７
時
３
０

分
〜
１
９
時
３
０
分
勤
務
の
方
、

中
学
校
で
８
時
〜
１
９
時
勤
務

と
、
土
日
４
時
間
程
度
の
部
活

の
方
に
な
り
ま
す
。

月
６
０
時
間
も

罰
則
あ
り

さ
ら
に
、
月
あ
た
り
６
０
時

間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
が
あ
っ

た
と
き
の
残
業
代
の
割
増
率
は
、

特
別
割
増
率
（
５
０
％
以
上
）

が
適
用
さ
れ
る
労
働
基
準
法

（
労
基
法
）
の
規
定
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
程
、
「
時
間
外
勤
務
」

に
は
厳
し
い
規
定
が
あ
り
ま
す
。

「
変
形
労
働
」
の

入
る
余
地
な
し

今
で
さ
え
仕
事
、
仕
事
の
学

校
現
場
。
「
変
形
労
働
」
の
導

入
の
入
る
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

導
入
は
、
文
科
省
、
府
、
市

町
の
無
責
任
さ
を
表
す
だ
け
で

な
く
、
「
見
か
け
」
の
残
業
は

減
っ
て
も
、
ま
す
ま
す
長
時
間

労
働
を
野
放
し
に
す
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

ほ
と
ん
ど
取

れ
て
い
な
い
等

８
４
％

あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
に
な
っ

て
い
る
「
取
れ
な
い
」
休
憩
時

間
。

退
勤
時
刻
は

冬
は
真
っ
暗

「
変
形
労
働
」
が
導
入
さ
れ

れ
ば
、
勤
務
時
間
は
８
時
間
４

５
分
に
な
り
、
休
憩
時
間
は
１

時
間
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
８
時
３
０
分
に
出

勤
す
れ
ば
、
定
時
の
退
勤
時
刻

が
、
な
ん
と
午
後
６
時
１
５
分

に
な
り
ま
す
。

保
育
園
等
の
お
迎
え
は
、
時

休
１
時
間
と
、
時
代
逆
行
で
す
。

№２１５５ 泉北教育 ２０１９年１１月１８日 （２）

教職員の生活と権利を守るため、泉北教組に加入しましょう

切実な要求【複数回答可】

① ３０人学級の実現
② 教職員の増員
③ 学校の備品・

消耗品費の確保・拡充
④ トイレの改修や洋式化
⑤ 教員免許更新制度の廃止
校内の危険箇所の補修
評価育成システムの廃止

【職場要求アンケートからの結果です】

「変形労働」導入で 『
桜
を
見
る
会
』
の
ニ
ュ
ー
ス
に
は
ビ
ッ
ク
リ
で
す
。

「
公
私
混
同
」
も
わ
か
ら
ず
、
「
参
加
者
名
簿
は
廃
棄

し
ま
し
た
。
」
と
平
然
と
言
う
政
治
家
に
、
子
ど
も
達
や

私
た
ち
の
こ
れ
か
ら
を
託
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

国
会
で
は
「
変
形
労
働
制
」
導
入
に
道
を
開
く
法
案
が

衆
議
院
を
通
過
し
ま
し
た
。

こ
の
法
案
は
「
職
場
要
求
ア
ン
ケ
ー
ト
」
結
果
か
ら
も
、

全
く
認
め
ら
れ
な
い
内
容
で
す
。◆

こ
の
一
週
間
、

平
均
す
る
と

何
時
頃
学
校
を

出
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
か

４
５
分
の

休
憩
時
間
は

取
れ
て
い
ま
す
か
。

【教育要求書に基づく】

教育委員会交渉

◇11月22日・18時
高石市

◇11月28日・18時半

和泉市

◇12月６日・18時
忠岡町

職場
アンケー
トより


